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住宅セーフティネット制度
（東京ささエール住宅）について

令和７年度 渋谷区居住支援セミナー



～ 本日の内容 ～

1.住宅セーフティネット制度の概要

2.補助金の概要と活用事例

3.改正住宅セーフティネット法



1.住宅セーフティネット制度の概要



「住まい探しにお困りの方（住宅確保要配慮者）」とは?

「セーフティネット住宅」って何?
1.住宅セーフティネット制度の概要

住まい探しにお困りの方の入居を
断らない住宅のことです！

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人など
（住宅セーフティネット法、省令）
※東京都では、LGBT等、新婚世帯なども対象に追加

セーフティネット住宅のうち、東京都内に所在するものは
「東京ささエール住宅」と愛称を付けています。



1.住宅セーフティネット制度の概要

セーフティネット住宅
（東京ささエール住宅）

居住サポート住宅

（補足）セーフティネット住宅と居住サポート住宅

住宅確保要配慮者の入居を断らな
い住宅

居住支援法人等が、要配慮者の
ニーズに応じて、安否確認、見守
り、適切な福祉サービスへのつな
ぎを行う住宅

R7.10
開始



1.住宅セーフティネット制度の概要

住宅セーフティネット法改正の主な背景（2017）

単身の高齢者世帯が大幅増

全国:（2020）738万世帯 ⇒（2030）887万世帯

☞ 孤独死等への不安から入居拒否が発生

（国土交通省資料に基づき作成）

公営住宅:総人口が減少する中で公営住宅の大幅増は見込めない
【管理戸数（全国）】（2013）196万戸 ⇒（2018）192万戸 [▲4万戸]
【住宅総数に占める割合】 3.6%

民間住宅:空き家・空き室は増加傾向

全国:（2003）659万戸 ⇒（2023）900万戸

☞ 民間の空き家・空き室の活用を促進

要
配
慮
者
の
状
況

住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
状
況

10年で約20％
増加見込み
10年で約20％
増加見込み



貸主

【住宅セーフティネット制度のイメージ】

行政 借主

1.住宅セーフティネット制度の概要

③賃貸借契約

①住宅の登録

②補助金の交付※

※補助金は条件を満たす場合のみ

情報提供

居住支援法人

都が指定
お部屋探し
・見守り等
のサポート

連携



・不動産管理会社・仲介会社、NPO法人、社会福祉法人など、
多様な方々にご参加いただいております。

・東京都では令和７年10月末時点で61法人を指定しています。

・団体により、対応地域や得意分野が異なります。

居住支援法人

1.住宅セーフティネット制度の概要

【東京都が指定】居住支援法人とは

【業務内容】
入居の相談・住宅の紹介
見守りサービス・生活相談
家賃債務保証への支援 …など



1.住宅セーフティネット制度の概要
居住支援法人とつながるメリット【入居前】

（法人）

（役所）

（要配慮者）

（貸主・管理会社）
相談

相談

紹介

紹介

マスターリースの場合も

①お部屋探し（ほとんどの法人が対応可能。対応エリアや対象者は法人による。）



1.住宅セーフティネット制度の概要
居住支援法人とつながるメリット【入居中】

（法人）
（福祉サービス）

（貸主・管理会社）（要配慮者）

つなぐ

見守り 相談

賃貸借契約

②見守り（ほとんどの法人が対応可能。ただし、内容は法人による。）



1.住宅セーフティネット制度の概要
居住支援法人とつながるメリット【入居後】

（法人）

（貸主・管理会社）

死後事務委任契約
（生前から調整）

事前相談

賃貸借契約
↓

解除に向けて調整（故人）

（詳細）国土交通省 残置物の処理等に関するモデル契約条項

③死後事務委任関係（一部の法人が対応可能）



住宅を登録すると・・・

専用ＷＥＢサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」
に掲載され、広く情報公開

1.住宅セーフティネット制度の概要



（参考）渋谷区内の物件の状況 ※11/24時点

1.住宅セーフティネット制度の概要

区内に登録されている物件自体は多いが、空室として登録されている住宅は少ない

→ 物件を探す方の数は多くないとしても、目にとまりやすい可能性あり

初期表示



＜登録の主な要件＞

■ 耐震性があること（新耐震基準に適合）

■ 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えること

■ 面積基準を満たすこと（原則25㎡、ただし築年数等による）
例1:平成8年3月31日以前着工の都内の一般住宅 15㎡以上
例2:平成30年3月30日以前着工の都内の一般住宅のうち

台所、収納、浴室・シャワー室が共同利用の住宅 13㎡以上
（※共用部分に十分な面積を有する）

例3:都内のシェアハウス 各専用部分 7㎡以上 かつ
住宅全体の面積 （13㎡×居住人数+10㎡）以上

■ 家賃が近傍同種と均衡を失しないこと

1.住宅セーフティネット制度の概要

▲詳細はこちら



＜登録方法＞

○ Web申請で完結（情報提供システム）

○ 住宅のデータ入力+間取図等を添付
※ 旧耐震の場合は耐震性を証する書類も必要

○ 手数料は無料

1.住宅セーフティネット制度の概要

・登録は１戸からOK、入居中でもOK
・一戸建ての登録もOK
・受け入れる要配慮者の範囲は、自由に設定可能

ポイント



1.住宅セーフティネット制度の概要



【登録住宅】

＜住宅の種類＞

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅
（住宅確保要配慮者以外の入居も可能）

1.住宅セーフティネット制度の概要

【専用住宅】

住宅確保要配慮者のみが入居可能な住宅



2.補助金の概要と活用事例



国の補助制度国の補助制度

2. 補助金の概要と活用事例

東京都独自の補助制度

１（１）改修費補助（国）

区市町村の補助制度区市町村の補助制度

１（２）改修費補助（区市町村）

２ 家賃低廉化補助

３ 家賃債務保証料等低廉化補助

４ 住替え費用に係る補助

５ 貸主応援事業(補助金)
（１）耐震改修費補助
（２）住宅設備改善費補助
（３）見守り機器設置費等補助
（４）少額短期保険等保険料補助

６ 登録協力補助

７ 少額短期保険等保険料補助
（区市町村）

８ 居住支援法人等応援事業

セーフティネット住宅関係の補助メニュー（一覧）



2. 補助金の概要と活用事例
それぞれのおおまかな特徴

こんな人にオススメ特徴主体

・全国いろんな地域に物件をお持
ちの方・日本全国広い範囲で活用可能国

・都内に物件を所有の方

・築古物件をお持ちの方

・改修なしで登録する方

・都内全域で活用可能

・耐震改修補助が手厚い

・空室の登録で補助金

東京都

・補助金を最大限活用したい方
・ある一定の地域に集中して物件
を所有する方

・自治体による区市町村



2. 補助金の概要と活用事例
貸主応援事業 【専用住宅のみ】貸主応援事業 【専用住宅のみ】

メニュー１
耐震改修費

メニュー２
住宅設備改善費

メニュー３
見守り機器設置費

メニュー４
少額短期保険等保険料

補助率
5/6

限度額
250万円/戸

補助率
2/3

限度額
４万円/戸

補助率
2/3

限度額
４千円/戸

補助率
1/2

限度額
50万円/戸

東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
専用住宅として原則10年間登録を維持すること（要件緩和あり）
各補助事業の契約は、必ず補助金の交付決定後に行うこと

主な要件

東京都独自



2. 補助金の概要と活用事例
貸主応援事業 【専用住宅のみ】貸主応援事業 【専用住宅のみ】

メニュー１
耐震改修費 補助率 5/6 限度額 250万円/戸

耐震改修工事費耐震改修設計費耐震診断費

※耐震性を満たさない住宅を建て替える場合、除却工事を補助します。
その場合、耐震診断費 + 除却設計費 + 除却工事費が対象となります。

東京都独自



2. 補助金の概要と活用事例
貸主応援事業 【専用住宅のみ】貸主応援事業 【専用住宅のみ】

メニュー２
住宅設備改善費 補助率 1/2 限度額 50万円/戸

バリアフリー改修

手すりの設置

段差解消

安全性等の向上に資する付帯設備設置

エアコンの設置
インターネット接続

機器の設置

防犯設備の設置温水洗浄便座の設置

※令和７年度より、付帯設備設置工事単独での申請が可能となりました。

東京都独自



2. 補助金の概要と活用事例
貸主応援事業 【専用住宅のみ】貸主応援事業 【専用住宅のみ】

メニュー３
見守り機器設置費 補助率 2/3 限度額 ４万円/戸

見守り機器

異常時にアラート生活動作を感知

機器の購入費・設置費、サービスの初期費用

東京都独自



2. 補助金の概要と活用事例 東京都独自

貸主応援事業 【専用住宅のみ】貸主応援事業 【専用住宅のみ】

メニュー４
少額短期保険等 補助率 2/3 限度額 ４千円/戸

残存家財整理費用 居室内修繕費用 家賃逸失額

上記のいずれかを補償内容とする保険料



空き家等が、専用住宅に新たに登録された場合、
貸主と不動産事業者それぞれに５万円/戸の報奨金を交付

東京都

不動産事業者

①登録働きかけ

貸主
②専用住宅※へ登録

③所属証明等

➃交付申請

⑤報奨金（５万円/戸）

⑤報奨金
（５万円/戸）

東京都居住支援協議会の
構成員である不動産関係団体

補助のイメージ

2. 補助金の概要と活用事例

■ 高齢者、障害者、子育て世帯、低額所得者のいずれかを受け入れる登録とすること
■ 登録時は空き家・空き室であること
■ 専用住宅として原則10年間維持すること※ただし、2年経過後は一定条件のもと登録住宅に変更が可能

主な要件

登録協力補助【専用住宅のみ】登録協力補助【専用住宅のみ】

東京都独自



貸主応援事業活用事例の紹介:耐震改修＆トイレ改修
2. 補助金の概要と活用事例

施工前施工前 施工後施工後施工前施工前 施工後施工後

施工中施工中

補助金額工事費(税抜)

約176万円約212万円耐震改修(4戸)
<補助率:5/6>

約52万円約103万円
トイレ改修(3

戸)
<補助率:1/2>

約228万円約315万円計

A:税抜工事費-補助金＝約87万円

B:消費税分＝約31万円

A+B ＝ 約118万円

オーナー様負担額

〔物件概要〕木造２階建て、築47年（当時）、延床面積105.7㎡、2DK×4戸

東京都独自



2. 補助金の概要と活用事例
家賃低廉化補助制度のイメージ

本来の募集家賃（８万円）本来の募集家賃（８万円）

入居者が払う家賃
（４万円）

入居者が払う家賃
（４万円）

区が補填
（４万円）
区が補填
（４万円）

同じような物件が
あったとして・・・

４万円
（入居条件あり）８万円入居者目線

どちらも８万円オーナー目線

低
廉
化

ご興味のある方は 渋谷区住宅政策課 までご相談ください

※上記はモデルケースであり、詳細な要件等は自治体により異なりますのでご留意ください。

区市



区市の補助金活用事例①:改修費補助＆家賃低廉化補助

2. 補助金の概要と活用事例

＜和室→洋室への変更＆子育て世帯対応改修等＞

区市



2. 補助金の概要と活用事例
区市の補助金活用事例①:改修費補助＆家賃低廉化補助

【注意点】
改修費補助・家賃低廉化補助は区市町村により実施有無・内容・条件が異なります。

区市



区市の補助金活用事例②:改修費補助＆家賃低廉化補助

2. 補助金の概要と活用事例

＜和室→洋室への変更＆子育て世帯対応改修等＞

区市



2. 補助金の概要と活用事例
区市の補助金活用事例②:改修費補助＆家賃低廉化補助

【注意点】
改修費補助・家賃低廉化補助は区市町村により実施有無・内容・条件が異なります。

区市



2. 補助金の概要と活用事例
よくある質問

Ｑ．都と区市の補助金（国と都の補助金）
は一緒にもらえるの？

Ａ．場合によりＯＫ（同一個所に複数補助はNG）
※ただし、補助金により諸条件が異なるので要注意
※詳細は工事内容等によります。

（例）
貸主応援（都）で耐震改修 + 区市改修費で設備改修

二重で充当されていなければOK

貸主応援（都）で耐震改修 + 区市家賃低廉化補助
OK



2. 補助金の概要と活用事例
（参考）住宅金融支援機構の融資

※住宅金融支援機構HP（https://www.jhf.go.jp/kanri/chintaireform_safety/index.html）抜粋



3.改正住宅セーフティネット法



改正のポイント改正のポイント

○終身建物賃貸借（※）の利用促進
・終身建物賃貸借の認可手続を簡素化（住宅ごとの認可から事業者の認可へ）
※賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する（相続人に相続されない)賃貸借

○居住支援法人による残置物処理の推進
・入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に、入居者からの
委託に基づく残置物処理を追加

○家賃債務保証業者の認定制度の創設
・要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者（認定保証業者）を国土交通大臣が認定

(独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による要配慮者への保証リスクの低減

○居住サポート住宅による大家の不安軽減

（国土交通省資料に基づき作成）

3.（令和７年10月施行）住宅セーフティネット法改正の概要



〇居住支援法人等が大家と連携し、
①日常の安否確認・見守り
②福祉サービスへのつなぎ（生活・心身の状況が不安定化したとき）
を行う住宅（居住サポート住宅）を創設

連携

（国土交通省資料に基づき作成）

○市区⾧(町村区域は都知事)が国土交通省・厚生労働省の共同省令に基づき認定
○特例：入居する要配慮者については、認定保証業者が家賃債務保証を原則引受け

3.（令和７年10月施行）住宅セーフティネット法改正の概要

居住サポート住宅とは居住サポート住宅とは



～ 本日のおさらい ～

1.住宅セーフティネット制度の概要
“東京ささエール住宅” “居住支援法人”
ぜひ覚えてください!

2.補助金の概要と活用事例
“貸主応援事業” “登録報奨金” は東京都、
“家賃低廉化” は渋谷区です!

3.改正住宅セーフティネット法
“居住サポート住宅”が新しくできました!



ご清聴、ありがとうございました

お問合せはこちら

東京都 住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当
東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 都庁第２本庁舎13階南
電 話:03-5388-3320（直通）

東京ささエール住宅 検索 住宅セーフティネット制度
（東京ささエール住宅）


